
 

 

 
 今年度実施した、各種研修会等で参加者から寄せられた質問について、お答えします。各学校
等における特別支援教育の充実に活用してください。今回は、特別支援学級の教育課程について
基本的な考え方をお知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 特別支援学級の教育課程は、小学校、中学校学習指導要領を原則としています。したがっ
て、通常の学級と同じように、各校の学校教育目標を踏まえて編成します。 
 その際、児童生徒の実態や保護者の願いに基づき、目標やねらいを設定し、学習内容を考
えることが大切です。 
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特別支援学級の教育課程の基本的な考え方 １ 

学校教育目標 
－めざす児童・生徒像－ 

 

特別支援学級の教育課程 
－何をすべきか（目標・ねらい）・するか（学習内容）－ 

特別支援学校の教育課程を参考に 

小学校・中学校学習指導要領－学習内容－ 

 
 特別支援学級は、障がいがあるために通常の学級における指導では十分に指導の効果を上
げることが困難な児童生徒のために編成された少人数の学級で、児童生徒の障がいの状態等
に応じて、適切な配慮の下に指導が行われる必要があります。  
 つまり、対象となる児童生徒の障がいの種類、程度等によっては、障がいのない児童生徒
に対する教育課程をそのまま適用することが必ずしも適当ではない場合があります。 
 そのため、特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、「特別の教育
課程によることができる」（学校教育法施行規則第 138 条）と規定されています。特別の教
育課程を編成する場合には、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし、指導に
当たっては、特別支援学級の担任だけでなく他の教師と連携協力して、個々の児童生徒の障
がいの状態等に応じた効果的な指導を行う必要があります。 

令和２年（2020 年）３月４日 

特 別 支 援 連 携 協 議 会 だ よ り   
根室管内特別支援連携協議会事務局（根室教育局） 

特別支援学級の教育課程 

本人・保護者の願い 児童・生徒の実態 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 特別支援学級における教育課程を編成する場合、特別支援学級で実施可能な配慮や支援に
よって対象児童生徒が当該学年の内容で学習が可能かどうかを検討します。 
 当該学年の内容で学習が難しい場合は、各教科の目標・内容を下学年の教科の目標・内容
に替える、知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科の
内容に変更するなど、指導内容の変更を検討します。 
さらに、グループ別学習や個別学習と言った学習形態の工夫や、各教科等をあわせて指導

を行うなどの指導の形態の工夫を検討し、学校教育法に定める小・中学校の目的及び目標の
達成を目指します。 
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特別支援学級の教育課程の基本的な考え方 ２ 

当該学年の内容 

知的障がい特別支援学校

における各教科の内容 

下学年の内容 

通常の学級で 

可能な 

配慮・支援 

配慮・支援 

配慮・支援 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

特別の教育課程 

通常の学級の 

教育課程＋自立活動 

学習形態の工夫 

－グループ別学習 

－個別学習 

指導の形態の工夫 

－各教科等を合わ

せた指導 

 

○ 各教科の内容 

  下学年の内容や知的障がい特別支援学校の各教科の内容に替えることができます。 

○ 授業時数 

  各教科・領域等の授業時数は、弾力的な取り扱いができます。ただし、総授業時数は、

小・中学校と同じです。 

○ 自立活動の指導 

  特別に設けられた領域（自立活動）の指導を取り入れます。 

○ 各教科等を合わせた指導※知的障がいのある児童生徒 

  領域・教科を合わせた指導ができます。 

○ 教科用図書 

  当該学年の教科書に代えて、他の適切な教科用図書を使用することができます。 
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特別の教育課程で可能なこと 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「各教科等を合わせた指導」はできないことを踏まえる必要があります。 

（ただし、知的障がいはないが、複数の障がいを併せ有している場合を除きます。） 

○ 教科としての目標の達成を図るため、障がいの状態に応じた指導を通して、学力の向

上を図る必要があります。 

○ 知的障がいのある児童生徒と学習活動を一緒に行う場合、教科としての目標や内容を

それぞれ設定する必要があります。 

 

【特別支援学級を支えるために～特別支援学級に関するＱ＆Ａ～】平成 27年 12月 北海道教育委員会 

 

【参考～各教科等を合わせた指導】 
 

ア 日常生活の指導 

  児童生徒の日常生活が充実し、高まるように日常生活の諸活動について、

知的障がいの状態、生活年齢、学習状況や経験等を踏まえながら計画的に

実施するもの 

 

イ 遊びの指導（主に小学部段階において実施） 

  遊びを学習活動の中心に据えて取り組み、身体活動を活発にし、仲間との関わりを促し、

意欲的な活動を育み、心身の発達を促していくもの 

 

ウ 生活単元学習 

  児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題を解決したりするために、一連の活動を組

織的・体系的に経験することによって、自立や社会参加のために必要な事柄を実際的・総

合的に学習するもの 

 

エ 作業学習 

  作業活動を学習活動の中心にしながら、児童生徒の働く意欲を培い、将来の職業生活や

社会自立に必要な事柄を総合的に学習するもの 

 
【特別支援学校小学部・中学部学習指導要領解説 各教科等編】平成 29年３月 文部科学省 

 

○ 「各教科等を合わせた指導」は、知的障がいのある児童生徒又は複数の障がいを併せ

有する児童生徒に対して行うことができます。 

○ 知的障がいに遅れのある児童生徒に「各教科等を合わせた指導」を行うのは、 

 ・学習した知識や技能が断片的になりやすい 

 ・実際の生活の場で応用されにくい 

 ことなど、知的障がいの学習上の特性に応じるためです。 

○ 児童生徒の知的発達の程度等に応じて、下学年の教科書を用いた指導を行うか、知的

障がい特別支援学校の各教科による指導を行うか、判断することが重要です。 

 

【特別支援学級を支えるために～特別支援学級に関するＱ＆Ａ～】平成 27年 12月 北海道教育委員会 

 

知的障がいのない児童生徒の教育課程 

知的障がいのある児童生徒の教育課程 



 

 

 

 

 

 

１ 実態を把握する 

  児童生徒の実態を丁寧に把握します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指導内容の選定と組織 

 ○ 児童生徒１人１人の教育目標を達成するためには、どのような指導内容が必要である

のかを明らかにします。 

  ・学年相当の学習が可能であると予想される教科と困難であると予想される教科 

  ・交流及び共同学習を行うことが可能又は望ましいと予想される教科 

  ・下学年の指導内容の適用が望ましいとされる内容 

  ・着替え、食事、排泄等、身辺処理状況 

 ○ 各教科等の指導内容を考えます。 

  ・各教科等の指導内容は、小学校・中学校学習指導要領及び各教科の解説、特別支援学

校小学部・中学部学習指導要領及び解説に提示 

 ○ 各教科間の指導内容相互の関連を図り、指導内容を明確にします。 

 ○ 発展的、系統的な指導ができるように指導内容を配列し組織します。 

 ○ 合科的・関連的な指導について配慮します。各教科等を合わせて行う指導が適切かど

うか検討します。 

 ※さらに、学級の状況（在籍人数や在籍学年の幅）を考慮して、指導内容を組織します。 

 

３ 授業時数の配当 

 ○ 総授業時数や各教科等の授業時数については、小学校又は中学校に準ずることになり

ます。 

 ○ 児童生徒の実態を考慮して、児童生徒の負担過重にならないよう各教科等の授業時数

を配当します。 

 

４ 時間割の作成 

  地域や学校、児童生徒の実態、各教科等や学習活動の特質等に応じて、時間割を弾力的

に編成します。特別支援学級の同一学年の教育課程は一つですが、時間割は、それぞれの

児童生徒に対して作成します。 
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編成の手順 

【実態把握】 

★ １人１人の障がいの状態や程度、特性 

 ・障がいの状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境など 

★ 学習状況 

★ 身辺処理等の生活の様子、コミュニケーション能力、対人関係、運動能力等 

 

※保護者、養護教諭、交流学級の担任等から情報を集め、学級担任だけの限定され

た実態把握だけでなく、より的確な実態把握となるようにします。 


